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序     文 

 

日本国政府は、エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア国」）政府の要請に基づき、同

国アムハラ州の総合的な流域管理・農村開発に資する調査を実施することを決定し、独立行政法

人国際協力機構がこの調査を実施することとなりました。 

 当機構は、本格調査に先立ち、本調査の円滑かつ効率的な実施を図るため、平成 19 年 3 月 11

日から 24 日の 14 日間にわたり、当機構農村開発部課題アドバイザー 西牧 隆壯を団長とする

事前調査団を現地に派遣しました。 

 同調査団は、エチオピア国関係者との協議ならびに現地踏査を行い、要請背景・内容等を確認

し、本格調査に関する実施細則（S/W）に署名しました。 

 本報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、取り

纏めたものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 19 年 5 月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
農 村 開 発 部  
部 長  松 田  教 男 
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ADLI Agricultural Development Led Industrialization 農業主導による産業開発 

CIDA Canadian International Development Agency カナダ国際開発庁 

C/P Counterpart Personnel カウンターパート 

DA Development Agent 普及員 

DFID Department for International Development 英国国際開発省 

EU European Union  欧州連合 

FSS Food Security Strategy フードセキュリティストラテジー 

FTC Farmers Training Center 農民訓練センター 

GIS Geographic Information System 地理情報システム 

GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische 

Zusammenarbeit 

ドイツ技術協力公社 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

MDG Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

MM Minutes of Meetings 協議議事録 

PASDEP Plan for Accelerated and Sustained Development to 

End Poverty 

2003 年～2005 年度版の貧困削減戦略 

ペーパー（PRSP） 

PSNP Productive Safety Net Program プロダクティブ・セーフティネット・

プログラム 

SW Scope of Works 実施細則 

USAID U.S. Agency for International Development 米国国際開発庁 

WB World Bank 世界銀行 

WFP World Food Programme 国連世界食糧計画 
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第１章 事前調査の概要 

 

１－１ 調査の目的 

本案件に係る要請背景と内容の確認を行うとともに、現地調査を通じて対象地域の現況と課題

を把握した上で、本格調査の目的、範囲、内容について先方と協議し、その結果を実施細則（S/W）

及び協議議事録（M/M）に取りまとめ、署名を行う。また、本格調査の実施に必要な情報を収集・

整理する。 

 

１－２ 調査団の構成 

団員氏名 担当分野 所     属 
西牧 隆壯 総括 JICA 農村開発部 課題アドバイザー 
八木 正広 土壌保全 エチオピア国農業農村開発省 農業開発アドバイザー

（JICA 個別派遣専門家） 
白鳥 清志 営農 エチオピア国農民支援体制強化計画チーフアドバイザー

岡澤 宏 流域管理 東京農業大学地域環境科学部 講師 
河澄 恭輔 事前評価 /アグロフ

ォレストリー 
JICA 農村開発部第 3 グループﾟ乾燥畑作地帯 
第 1 チーム長 

中村 貴弘 調査企画 JICA エチオピア事務所員 
 

１－３ 調査日程 

調査期間：2007 年 3 月 11 日～3 月 24 日  
行程 

 3 月 
総括/事前評価 土壌保全/調査企画 流域管理 

滞在先 

1 11 日(日) 団内打合せ・資料整理 (現地参団） 団内打合せ ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 

2 12 日(月) 
JICA エチオピア事務所・在エチオピア日本国大使館打合せ、 
財務経済開発省表敬、GTZ との意見交換 

ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 

3 13 日(火) 

移動（ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 07:20 → ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 08:20） 

アムハラ州食料安全保障計画調整防災局、農業・農村開発局、 

財務経済開発局表敬・協議 

ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

4 14 日(水) 現地調査（Ebinat ワレダ） 

5 15 日(木) 
移動（ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ→ﾗﾘﾍﾞﾗ） 

現地調査（Ayana Bugna ワレダ） 

ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

6 16 日(金) 現地調査（Gidan ワレダ） ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

7 17 日(土) 団内打合せ・資料整理 移動 

(→ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ） 
ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

8 18 日(日) 移動（ﾗﾘﾍﾞﾗ→ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ） ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ発 ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

9 19 日(月) 
アムハラ州食料安全保障計画調整防災局、農業・農

村開発局、財務経済開発局表敬・協議 
羽田着 ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

10 20 日(火) 
州大統領表敬 
S/W、MM 署名 

ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

11 21 日(水) 移動（ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 16:00 → ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 17:00） ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙ 

12 22 日(木) 資料整理 ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 

13 23 日(金) 

JICA エチオピア事務所・在エチオピア日本国大使

館報告、財務経済開発省報告 
ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ発（※土壌保全/調査企画は現地解散）

機内 

14 24 日(土) 羽田着  

  

  

－ 1 －－1－
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１－４ 主要面談者 

＜エチオピア国側関係者＞ 

・Food Security Program Coordination and Disaster Prevention Office 

Mr. Amlaku Asres     Head 

Mr.Aderaw Dagnew     Dupty Head 

Mr. Amare Kindie     Head, Projects’ Monitoring and Evaluation Department 

Mr. Zewdu Awoke     Multilateral and Bilateral Projects Coordinator 

・Bureau of Agriculture and Rural Development 

Mr. Teshome Walle     Dupty Head 

Mr. Bishaw Mekonnen     Head, Ebinat Wareda Agricultural and Rural Development Office 

Mr. Abebe Wosen     Head, Bugna Wareda (Ayna) Agricultural and Rural Development  

Office 

Mr. Mogas Bihonegh         Head, Gidan Wareda Agricultural and Rural Development Office 

・Bureau of Finance and Economic Development 

Mr. Mesfin Gebremedhin Dupty Head 

・GTZ 

Dr. Andrea Bahrn     Program Coordinator, Sustainable Utilization of Natural Resources  

for Improved Food Security (SUN) 

・Ministry of Finance and Economic Development 

Mr. Hailemichael Kinfu         Head, Bilateral Cooperation Department 

Ms. Asnakech Teferra         Japan Desk, Bilateral Cooperation Department 

 

＜日本国側関係者＞ 

・在エチオピア日本国大使館 

駒野 欽一   特命全権大使 

・JICA エチオピア事務所 

齋藤 直樹   所長 

安藤 直樹   次長 

Mr. Gezahegn Alemu     Project Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

－2－
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第２章 要請背景 

 

２－１ 要請の背景及び経緯 

アムハラ州は、エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア国」）の北部に位置し、面積は

約 16 万 km2（エチオピア国全土の約 15％）、人口約 19 百万人（約 25％）を有する。この地域に居

住する住民の内約 3 百万人は、複数年にわたり必要最小限の食料を確保できておらず（慢性的食

料不足）、加えて 3.3 百万人は一時的な食料不足を経験しており、合計で 6.3 百万人が食料不足に

苦しんでいる。特に、アムハラ州東部地域は過去 30 年にわたって繰り返し旱魃に襲われており、

エチオピア国内でも最も深刻な地域の 1 つとされている。同州東部地域における食料不足は、①

農業技術レベルの低さ、②人口増加に伴う農地開墾、森林伐採、③限られた期間の降雨による土

壌流亡、④天水に頼った農業による旱魃への脆弱性、⑤家畜の過放牧による土壌劣化、⑤世帯収

入が低いため食料入手が困難、等様々な要因が複合的かつ連鎖的に絡み合って起きている。 

特に土壌劣化による農業生産性低下の問題は深刻で、同地域の大部分が標高 1,500～3,000m に位

置し起伏が大きいため、7～8 月に集中する豪雨により、年間 2 万 ha の土地で肥沃な土壌が失われ

ている状況にある。 

このような状況に対し、連邦政府及びアムハラ州政府は、同地域の食料安全保障の確保と農民

の生活改善を最重要課題の 1 つとして、コミュニティと連携しながら、農地保全・利用、荒廃地

復旧、農業生産性向上を含む総合的な流域管理と、貧困農家の生計向上に関する様々な活動を展

開している。しかしながら、このような複雑な課題に対応できる技術や人材の不足により、本質

的な解決に至っていない。 

そこで、エチオピア国政府は我が国に対し、総合的な流域管理と貧困農家の生計改善に資する

技術の特定と検証、技術の面的展開に資する計画の策定、ならびにアムハラ州政府職員（各ワレ

ダ1農業・農村開発事務所職員、普及員）に対する人材育成、組織強化を目指す技術協力を要請し

た。 

 

２－２ 上位計画 

２－２－１ Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty（PASDEP） 

本計画は、2003 年～2005 年の PRSP として作成された Sustainable Development and Poverty 

Reduction Programe（SDPRP）に続くものと位置付けられる、2006 年～2010 年の開発計画である。 

PASDEP は SDPRP を基本にし、従来の農業、教育、医療に加えてインフラ、観光開発、鉱物

資源開発等を優先的な分野として位置付け、MDG 達成のため年平均 7.3％の経済成長率を維持

する事を目的としている。 

農業・農村開発分野に関しては、SPPRP においても言及されている「農業主導による産業開

発（ADLI：Agricultural Development Led Industrialization）」を継続しながら市場アクセスを視野

に入れた農業開発の強化に取り組む事としている。具体的には、以下の指標が明示されている。 

 

                                            
1 エチオピアの行政区分には、9 つの州と 1 つの特別行政区があり、州の下位の行政単位として、ワレダ（郡）、さらにワレダの

下位にカバレ（村）が存在する。 
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Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Agriculture GDP Growth（％） 12.00 10.74 9.62 8.61 7.71 6.90 
Agriculture Exports（US$ millions） 546.14 735.62 899.99 1,055.78 1,240.40 1,514.98

出典：PASDEP Volume2 Policy Matrix 
 

このように ADLI 戦略を強化する一方で、食料安全保障についても大きな問題として認識され

ており、脆弱性の改善は本計画において最も努力を必要とするものと言及されている。特に、

慢性的な食料不足人口（8.29 百万人）の食料安全保障を 5 年以内に確立し、一時的食料不足人

口（6.71 百万人）の状況改善を目指す事としている。この食料安全保障に対する取組みは、下

記の 4 つのアプローチから実施される事とされている。 

ア．農業活動（On farm Activity）による資産の増加 

イ．自発的な移住プログラム（Voluntary Resettlement） 

ウ．プロダクティブ・セイフティーネット・プログラム（Productive Safety Net Program） 

エ．農業外収入活動（Off-farm Activity） 

Year 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Number of graduated from  
chronically food insecurity  
（US$ millions） 

1.6 1.9 2.3 1.4 1.08 8.28 

 出典：PASDEP Volume2 Policy Matrix 
 

PASDEP においては、これらの農業開発、食料安全保障の達成を円滑に行うための基礎として、

自然資源保全・管理についても言及している。特に、土壌保全、水保全と植生の復元を目的と

した、総合的流域管理（Integrated Watershed Management）の必要性について強く言及されている。 

 

２－２－２ Food Security Strategy （FSS） 

連邦レベルの Food Security Strategy は、2002 年 3 月に公表されたもので、1996 年に作成され

たものを改訂したものである。この FSS は主として慢性的な食料不足地域を念頭におき、各世

帯レベル（Household）の食料安全保障を達成する事を目的としたものである。 

FSS では、環境破壊と人口増加による耕作面積の減少、生産性の高い農業技術の不足が世帯レ

ベルの生産性低下を招き、これと数年に一度起こる旱魃が重なり合い、食料不足が起こるとし

ている。このような中で、環境のリハビリテーションと農業外収入の向上を基本的な解決手段

として位置付けている。特にこれらを達成するための考え方として、適切な土壌・水管理、高

生産性・耐干性作物の導入、アグロフォレストリー、果物等の換金作物導入による収入向上等

の包括的な取り組みの必要性に言及している。 

 

２－２－３ Food Security Program（FSP） 

FSP は広義には、PASEDP や Food Security Strategy に記載されている Productive Safety Net（以

下に記載）等の全てを含む食料安全保障関係の活動を意味するが、ここでは、そのうちエチオ

ピア国政府予算のみで実施している部分について説明する。 

PASDEP や Food Security Strategy に基づき、エチオピア国政府は年間 20 億ブル（280 億円程度
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で連邦農業関連予算の 43.6％）の予算を、Food Security Budget として計上し、各州に配分して

いる。配分は、食料不足人口の割合に応じて計算され、アムハラ州では年間 90 億円程度（全体

の 30％）が配分されている。この予算は、食料不足解決のための活動に用いることとなってお

り、各州に設置されている食料安全保障計画調整防災局が、各局やワレダ事務所と調整し使用

する形となっている。大きく分けて、30％が「自発的な移住プログラム（Voluntary Resettlement）」

へ、残り 70％が「農業活動（On farm Activity）による資産の増加」と「農業外収入活動（Off-farm 

Activity）」に使用されている。ただし、一般に公表されているデータによると、以下のとおり、

かなり幅広い活動が行われており、実際に食料不足世帯の活動に限って使われているのか否か

は、正確に把握されていない。 

 

 アムハラ州における Food Security Program（2004/2005 実績） 

000Birr ％
1 Store construction, purchase of food grain 47,324.80 33.49
2 Purchase of pumps 23,574.50 16.68
3 Road construction, repaire, design 15,319.40 10.84
4 Drinking water development 13,442.30 9.51
5 Purchase of agr. Equip., seed, medicine, mosqu.net 12,701.80 8.99
6 Settlers' health care 7,698.20 5.45
7 Health center/ infrastructure construction 7,298.90 5.17
8 Transportation of settlers 7,135.00 5.05
9 Construction of settlement centers 3,865.70 2.74

10 School construction and material purchase 1,765.20 1.25
11 Land administration and registration 558.60 0.40
12 Manpower training 490.90 0.35
13 Tractor and viecles maintenance 124.60 0.09

Total 141,299.90 100.00

000Birr ％
1 Household focused development activities 326,505.20 69.93

1.2 Revenue generating packages supplies 106,104.30 22.73
1.1 Agricultural equipments and technologies supply 95,994.40 20.56
1.4 Credit and saving 90,987.90 19.49
1.3 Water management 30,000.00 6.43
1.5 Non-agricultural revenue generationg activities 3,418.50 0.73

2 Social Development 140,397.10 30.07
2.1 Rural Infrastructure 60,022.40 12.86
2.2 Natural resource and coffee development 48,397.80 10.37
2.3 Land administration and registration 13,789.50 2.95
2.4 Rural road construction and maintenance 10,873.80 2.33
2.5 Cooperatives 6,573.40 1.41
2.6 Silk worm and other studies support 511.90 0.11
2.7 Bank service 228.30 0.05

Total 466,902.30 100.00

For settlement program

Other food security programs

 
 

２－３ 他の援助機関の動向 

２－３－１ Productive Safety Net Program 

Productive Safety Net Program（PSNP）は、食料安全保障政策の中心的なプログラムで、全国で
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7-800 万人いると推定されている慢性的に食料確保が困難な世帯を対象に、農村の公共事業を実

施することに対する対価（キャッシュまたは食料）を支払う事（Cash/Food for work）により、

当該地域の農村インフラを整備（コミュニティーレベルの資産形成）、食料生産・流通を強化・

安定化、食料不足世帯への雇用提供（世帯レベルでの資産の枯渇を防ぐ）を同時に達成しよう

とする事業である（以下のとおり、一部直接支援を実施）。PSNP は 2005 年から開始され、当面

5 年間の予定（第一フェーズ、第二フェーズを含む）で継続的に事業が実施される。 

PSNP は、慢性的に食料不足が深刻なワレダを対象としている。2005 年度においては、192 ワ

レダがプログラム実施対象ワレダに選ばれ、受益者数が 480 万人であった。2006 年度プログラ

ムの対象地域は、アムハラ州、ティグライ州、オロミア州、南部諸民族州、アファール州、ハ

ラリ・ディレダワ州となっており、234 ワレダが対象、受益者数は 710 万人と増加している。 

2005 年度より世界銀行（WB）、ヨーロッパ連合（EU）、英国国際開発省（DfID）、カナダ国際

開発機関（CIDA）、アイルランド政府（Irish Aid）、アメリカ国際開発庁（USAID）、世界食糧計

画（WFP）の支援を受けて実施されている。USAID と WFP は専ら食料ドナーであり、他の機関

はキャッシュドナーである。 

主なコンポーネントとして、公共事業と直接支援の 2 つがある。公共事業の内容は、可能な

限りコミュニティーのニーズに資する資産の形成であり、ワレダ開発計画とも整合性がとれた

内容の活動が実施される。この公共事業は、1 年毎にコミュニティーを主体として計画、実施さ

れる。事業の例としては、支線道路の建設や補修、土壌流失保護の各種活動、ヘルスポストの

建設、ウォーターハーベスティング施設、飲み水用の溜池、農業普及員養成のための学校や小

学校建設等が挙げられる。 

公共事業に従事できない受益者は、社会福祉を目的として直接支援対象者として扱われる。

以下が、直接支援者の選出基準である。 

1) 十分な労働力を持たず、頼れる親族からの支援が無く、コミュニティーの活動に参加でき

ない個人（身体に障害を持つ者等も含む） 

2) 十分な労働力を持たず、頼れる親族からの支援が無いが、コミュニティーの活動に参加で

きる個人（産後 10 カ月の母体、妊婦、10 代の孤児） 

 

２－３－２ Sustainable Utilization of natural Resources for Improved Food Security 

Sustainable Utilization of natural Resources for Improved Food Security（SUN）は、GTZ を初めと

するドイツ国政府関係団体（KfW、GTZ、DED、CIM、InWent）がアムハラ州、オロミア州、テ

ィグライ州において、2005 年～2008 年（ただし 2015 年まで延長の予定）の計画で実施中のプ

ロジェクトである。プロジェクトの目標は、「アムハラ州、オロミア州、ティグライ州において

自然資源利用の改善による農村世帯の生計向上」であり、ガリ・リハビリテーション、小規模

灌漑、新規作物の導入（小麦の新品種等）、改良かまどの普及等を実施している。 

 

２－３－３ その他のプロジェクト 

上記のプロジェクトに加えて、アムハラ州内では、世銀、IFAD、USAID をはじめとするドナ

ーや国際 NGO、ローカル NGO 等、様々な団体が幅広い活動を行っている。本開発調査は、こ

れらと重複しない地域を選択しているものの、アプローチ手法等参考になる部分も多いと考え
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られることから、積極的な情報収集が必要である。 

 

２－４ 実施機関の体制 

アムハラ州には、以下のとおり 26 の組織があるが、その内、Food Security Coordination & Disaster 

Prevention Office（食料安全保障計画調整防災局）が調整機関、Bureau of Agriculture and Rural 

Development（農業・農村開発局）が実施機関となる。本要請は、調整機関である食料安全保障計

画調整防災局から提出されたものであるが、フィールドレベルでの技術的な取り組みは、農業農

村開発局が行っているためである。 

 食料安全保障計画防災局は、2004 年に Food Security Program Coordination Office と Disaster 

Prevention and Preparedness Commission が合併して設立されたものであり、これにより①緊急援助

（旱魃等の防災時の対応）、②慢性的な食料不足状態の改善、の 2 つを含むアムハラ州の食料安

全保障の全てを調整する部署となった。組織としては独立した機関であるが、農業農村開発局の

外局にあたり、報告等を行う義務がある。食料安全保障に関するドナーや NGO とのプロジェクト

については、基本的に窓口機関として直接的なC/P機関となり、前述のProductive Safety Net Program

等の窓口としても機能している。 

 農業農村開発局は、食料安全保障に関係無く、農業農村開発に関する技術的な活動を行う機関

である。現場レベルの活動で関係する普及員（Development Agent）の育成や、技術パッケージの

検討等は本局の直接的な業務となる。本開発調査の目的は他のプロジェクトと連携した技術支援

であり、普及員が活動の核となると考えられることから、農業農村開発局を実施機関として位置

付けている。 

 

２－５ 本格調査対象地域の現況 

対象地域であるアムハラ州は、エチオピア国の北部に位置し、人口 1,900 万人（全人口の 25％）

を有し、オロミア州に続く、第二の州である。面積は、17.1km2（全国土の 15％）となっている。 

エチオピア国は人口 7,500 万人の内 10％程度の 700 万人以上が、慢性的に食料不足の状態（複

数年にわたり食料援助を受ける対象）といわれている。中でもアムハラ州は、過去 10 年間で最も

深刻な被害を受けている州であり、132 ワレダの内 64 ワレダが食料不足であり、Productive Safety 

Net Programe 等の対象地域となっている。 
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アムハラ州西部は、ナイル川の源流であるタナ湖の豊富な水資源を活用した、穀物生産地域と

なっている一方で、調査対象地域としているアムハラ州東部地域は、エチオピア国の中でも慢性

的に食料不足の状況にある地域といわれている。 

 

対象地域の地形は急峻であり、1,500m 以下の面積が全体の 31％、1,500～2000m が 44％、2,500

～4,620m が 25％となっている。 

 これにあわせて、降雨量も場所によって大きく異なっており、年間 300～2,000m の開きがある

といわれている。降雨は、7 月、9 月上旬に集中するのが一般的であるが、この降雨パターンの変

化も大きいようで、穀物生産に水が必要である 9 月に雨量が少ない年は、大きな旱魃の被害が生

じることとなる。 

 

対象地域の地形 

過去12年間に、 

食料援助を受けた郡 

■赤：10年以上 

■ピンク：7年以上 

■うす緑：4年以上 

■緑：1年以上 

調査対象地域 

食料援助の対象地域 
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アムハラ州の人口の 85％以上が農業就業者であり、農業は州内 GDP の 45％を占める。 

 

州内では、350 万 ha 程度が耕地面積であるが、その内 73％以上が穀物、18％が豆類、9％がオイ

ルシード（ゴマ、Neger seed）の栽培に利用されている。穀物は、主にテフ、ソルガム、メイズ、

小麦、大麦、ミレットが栽培されている。また、タナ湖周辺ではコメの栽培が行われている。 

急峻な地形や、集中する降雨、人口増加による森林へのプレッシャー等により、土壌の流出が

大きな問題と認識されており、2003 年、2004 年にアムハラ州全土で実施された RURAL 

HOUSEHOLDS SOCIO-ECONOMIC BASELINE SURVEY の結果では、60％以上の世帯が土壌流出

を認識しており、その結果として約 90％が収量の低下を、80％が農地面積の減少が問題であると

している。 
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第３章 調査対象地域の現況 

 

３－１ 対象ワレダの概要 

当初要請に記載されていた対象地区（10 ワレダ）が見直され、新たに 8 地区の対象候補ワレダ

が提示された。その内、3 ワレダついて現地調査を行った。 

 

 Ebinat Ayna Bugna Gidan 
ゾーン South Gondar North Wollo North Wollo 
アクセス ﾊﾞﾊﾙﾀﾞｰﾙより 130km 

（2 時間 50 分） 
ﾗﾘﾍﾞﾗより 50km 
（2 時間） 

ﾗﾘﾍﾞﾗより 60km 
（2 時間 30 分） 

標高 1,990m 2,600m 2,800m 
面積 2,268km2 2,290km2 1,111km2 

カバレ数 35 13 25 
人口 229 千人 240 千人 189 千人 

年間降雨量 400～600mm 700～1000mm 500～800mm 
気温 １4～33 度 10～28 度 -- 

 

３－２ 土壌保全に係る現状と課題 

調査対象地は、灌木以外の植生が極めて乏しい、荒涼とした景色が延々と広がっている地域で

ある。地形は上方から崖及び灌木が生えた急傾斜地、その下方に緩傾斜の耕作地、その下方には

河川沿いに Water diversion の重力灌漑により野菜が栽培されている緑の耕作地が所々に広がり、最

後に乾期で流量の乏しい河川に至る。 

全ての耕作地は、WFP 及び PSNP により等高線石積が施工されており、灌木が生えた急傾斜地

にもかなりの範囲で等高線石積が施工されている。礫質地帯であり、大小の礫がゴロゴロしてい

る耕作地が多い。視察して確認できる範囲では、広範な耕作地全てに等高線石積が施工されてい

ることには驚かされた。等高線石積は 25 年ほど前に NGO が導入し、その後 WFP で実施され、2

年前から PSNP に引き継がれて実施され現在に至っている。ワレダ事務所も農民も等高線石積によ

り土壌流亡が抑えられていることを評価しており、農民は更なる施工拡大を望んでいる。ただし、

等高線石積がネズミの巣となってネズミによる作物食害が問題である。 

各小流域の傾斜地からの流出路にも、一連の小規模の石積（チェックダム）が施工されており、

土砂の流出を防止している。土壌保全上の対策としては既に十分な対策がとられており、ワレダ

事務所が総合流域管理プロジェクトを実施中の Atias 地区を除いて、耕作地に目立ったガリ発生も

見受けられなかった。2 

当該地域は礫質地帯であるため、現場発生の礫を利用して土壌保全対策を施すことは非常に合

理的である。また、等高線石積が最初の導入から 25 年を経て、地域のほぼ全域に施工されている

という事実は、ワレダ事務所での聞き取りのとおり、農民を含む地域関係者全てがその効果を認

めている証左であろう。耕作地に目立ったガリ発生が認められないことも、その効果の現れと思

                                            
2 Atias 総合流域管理プロジェクト 

 2005 年に Gitan ワレダ農業農村開発事務所で開始した、PSNP による 380ha の小流域の総合流域管理プロジェクト。最上流に植林（ユー

カリ、在来樹種を15,000カ所のトレンチ工を設けて植栽）、傾斜地に等高線石積、microbasin（半月工法）の整備（20,000カ所）、cutoff-drain
設置（1.5km）、流域内を走るガリ補修（延長 3.5km）が内容。 
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われる。一方、等高線石積は単純労働力を大量に動員する PSNP になじみやすいという側面がある

ことも広範囲の施工につながった一因と思われる。既にほぼ全面積施工済みであり、追加施工、

補修等が必要な場合、これまでに投じた労働力と比較すればわずかのものであり、その実施にあ

たっての支障は無いと思われる。 

先方要請の 8 ワレダ中、Bugraw ワレダと Gitan ワレダについては、土壌保全対策は既に実施さ

れた状況であり、土壌保全対策上の課題は特に見当たらない。 

ガリ(深さ 8.0m)補修対策としては、まずガリ内に高さ 2.0m のチェックダムを 632 カ所施工。2

年間でチェックダム上部まで土砂が堆積したため、その上に複数基の“Soil and Silt Dam”を建設中。

自然資源担当の普及員が設計を行い、1 基 315 人×10 日で完了の予定（1 基の工費は、3,150 人・

日×6.0 Birr/人・日＝18,900Birr＝約 25 万円）。ガリ補修で 380 人が 5 日/月×6 月労働提供しており、

小流域全体では 3,400 人が労働提供している。プロジェクト実施により、小流域内での雨水の地下

浸透が促され下流で、地下水回復が見られるようになったとのこと。 

 

３－３ 農業・生計向上に係る現状と課題 

調査対象ワレダは、地域の拠点であるバハルダールあるいはラリベラから車で 2、3 時間の山間

地で、農民はテフ、オオムギ、コムギ、ソルガム、エンドウマメ、ヒラマメ、ヒヨコマメ等、主

に食料作物を栽培する。1 世帯当たりの耕作面積が小さいこと（Buguna ワレダでは 0.375ha）、大

きな市場から離れていること、市場までの移動・物流手段が限られていること（ラリベラまで徒

歩で 2 日間）等から、農業生産の大部分が自給的レベルに留まっている。 

年間の降雨量が 400～600mm で少ない上に、降雨のほとんどが 8 月前後に集中しているため、

作物生産が安定せず、平均収量（テフ 700-800kg/ha、コムギ 1,200kg/ha、ソルガム 1,500kg/ha 程度）

は、全国レベルを大きく下回る。耕作地のほとんどが傾斜地で、30 度以上の斜面での耕作も多く

見られる。ガリ侵食はリフトバレー地方に較べて顕著ではないが、シート侵食が起こっていると

見られる。後背地の丘陵もほとんどが耕作地または裸地で、森林は見られず、こうした概況から、

土壌の肥沃度は低いと察せられる。 

調査時期は乾季で、限られた量の水源しか確認されなかったが、これをうまく使う小規模の重

力灌漑が、特に Gidan ワレダの各地で見られた。こうした灌漑による作物生産の量は限られている

が、農民の貴重な現金収入源になっていると思われ、灌漑システムの運営、灌漑施設、圃場での

水管理、灌漑に適した作物の導入等で、改善を継続的に進めていくことが重要であろう。 

ラリベラの北西部に位置する Buguna ワレダと、南東部に位置する Gitan ワレダを比較すると、

前者は、ラリベラからの道路の行き止まりの地点、後者はラリベラとアジスアベバ－メケレ間の

幹線道路を結ぶ道路上にある。このため、市場へのアクセスがいくらか良い Gitan ワレダでは、タ

マネギ等、換金作物の栽培が河川沿いに見られた。こうした背景の違いにより、例えば、換金作

物の導入による増収か、あるいは自給用作物の多様化による栄養改善等、地域間で改善の焦点は

違ってこよう。 

農業普及サービスは、各カバレ（村）に、作物、畜産、自然資源を担当する 3 名ずつの Development 

Agents（DAs：普及員）が配置されている。農業事務所には、自然資源、環境土地保全、水資源、

アグロフォレストリー、畜産、家畜衛生、組合、食料保障、普及訓練の専門技術員（Experts）が

いる。各カバレには農民訓練センター（FTC）が建設され、3 名ずつの DA は FTC を事務所にして

いるが、農民訓練事業はまだ開始されていない。Buguda ワレダでは、農業事務所長が 1 週間に 1
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カ所のカバレを巡回しており、Gidan ワレダの事務所長は 2 週間に一度、DA から活動報告を受け

るとのことであった。しかし、各ワレダ農業事務所の機動力は高いとは言えず、実際の事務所と

普及員間の連絡体制は十分ではないと思われる。車両や通信手段の充実が望まれるが、他方で、

情報共有方法の改善等、高価な車両に頼らない普及サービス方法の検討も、特にこの案件の対象

地域のような山間地では重要であろう。今後、FTC 事業が開始され、農業普及サービスが強化さ

れることが期待されるが、その成果は連絡手段や、農業事務所からの継続的な技術情報提供機能

に大きく影響を受けることに留意が必要であろう。 

 

調査対象地域の農業普及体制 

 Ebinat ワレダ Ayna Bugna ワレダ Gidan ワレダ 
車両 オートバイ約 10 台 オートバイ 1 台 オートバイ 10 台 

車両 2 台 
ワレダ事務所の
通信手段 

事務所に電話有り 農業事務所長の個人
所有の携帯電話 

事務所に電話有り
（ﾜﾚﾀﾞ・ﾈｯﾄ導入）

電気 無し 
（小型発電機故障中）

無し 農業事務所の小型
発電機 

コンピューター 無し 無し 4 台 
専門技術員 
（Experts） 

普及局 7 名 
（全体数不明） 

16 25 

普及員数（DAs） 105 39 75 
FTC 数 30 13 25 

 

組合の組織率は、Gidan ワレダでは 20％程度とのことであった。農業事務所が行なう技術普及パ

ッケージ（例えば、肥料と改良種子の貸付）の配布は、組合の構成員を通じて行なわれていると

のことであり、必ずしも農民が等しく普及サービスを受けていない現状がある。NGO 等の事業が

無く、また民間業者も入り込んでいないために、普及サービスはワレダの農業事務所が独占的に

実施している。その他の 8 割の農民への農業普及のためには、農業事務所による、技術普及パッ

ケージ以外の事業の充実が期待される。 

Gidan ワレダでの聞き取りでは、農民の識字率は約 50％程度とのことであり、女性に限ればこの

値は更に低いものと推測される。小規模な灌漑による、野菜栽培を通じた栄養改善等の生活改善

は、安定的な食料生産と生計向上を支える基礎であるが、農村女性はこうした生活改善事業を主

体的に担うばかりでなく、食料生産においても重要な役割を担っている。したがって、女性の低

い識字率が普及サービスに与える影響には考慮が必要である。 
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第４章 協議の概要 

 

４－１ S/W 協議の概要 

現地調査結果を踏まえて、先方関係機関と協力の枠組みに係る協議を行い、結果を S/W に取り

まとめ、二国間協力受入れの担当部署である財務経済開発局との間で署名を行った。協力の内容

は、概ね当初の対処方針に沿った結果となった。主な内容は下記のとおりである。 

(1) 調査の目的 

食料安全保障に関しては、既に明確な方針と計画に基づき各種の事業展開が図られているこ

とから、食料安全保障が満たされないとされる地域全体を対象とした、総花的な内容の「マ

スタープラン」の策定よりも、適切な流域管理の普及のために、各ワレダレベルで取り組む

べき具体的な方策を示した、「開発計画」の策定を行うことが適切であることが合意された。

開発計画の内容は実証調査を通じて検証され、また、C/P の能力向上にも重点が置かれる。 

 

(2) 対象地域（別添 S/W の Annex 1 参照） 

基礎的なデータ収集と分析については、広範な地域全体を対象とする必要があるが、開発計

画策定の対象とする地域は、先方より提示のあった下記 8 ワレダを対象とすることとした。

これは、基本的にドナーの支援が十分でないワレダを選択したものである。また、実証調査

としてパイロット事業を展開する対象地区は、調査の中で選定される。 

対象ワレダ ゾーン 近傍の都市 備考 
Ebinat South Gondar Bahar Dar 現地調査済み 
Simada South Gondar Bahar Dar  
Ayna Bugna North Wollo Lalibela 現地調査済み、分割により新設 
Gidan North Wollo Lalibela/Weldiya 現地調査済み 
Kobo North Wollo Weldiya  
Argeoba South Wollo Dese 分割により新設 
Mekdela South Wollo Dese  
Legambo South Wollo Dese  

 

(3) 調査の枠組み 

フェーズ 1 において、自然環境、社会経済状況、営農、農村社会、土壌劣化等に係る情報の

収集・分析と、対象ワレダの開発計画策定を行う。フェーズ 2 においては、開発計画から抽

出した具体的な取り組み内容をパイロット事業として実施し、その妥当性を検証するととも

に、人材の育成を図る。 

  

(4) 調査スケジュール（別添 S/W の Annex 2 参照） 

全体で 3 年間の調査期間を想定する。フェーズ 1 の開発計画策定は、概ね 1 年間を予定する

が、実証調査として検証する必要のある活動については、できる限り早急に着手することが

望ましいものと判断し、フェーズ 1 の期間中にフェーズ 2 を開始するようなスケジュールと

した。 
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４－２ M/M 協議の概要 

 調査の実施に係る具体的な事項について M/M にとりまとめ、食料安全保障事業調整防災対策室、

農業・農村開発局及び財務経済開発局との間で署名を行った。主な内容は下記のとおりである。 

(1) 調査の枠組み 

同国においては、主体食料安全保障に係る様々な取り組みが広く展開されており、特に、世

銀、DfID 等の資金支援による「Productive Safety Net Program」等を通じ、ワレダレベルで具体

的な各種事業が実施されているが、技術面、人材面で多くの課題があることが推測される。

当該調査は、これら既存のプログラムを技術改善と人材育成の面で支えるものとして位置付

けることで、その有効性がさらに高まるものと判断される。 

食料安全保障が満たされない地域が極めて広範囲に渡ること、また、流域保全に係る個々

の事業を計画・実施する際には、様々な要因や条件の科学的な分析を踏まえた手法の選択が

必要であるとの判断から、衛星データ等を用いた GIS 等の導入についても検討する。 

各ワレダの開発計画策定にあたっては、他地域への成果の波及も意識した内容とする。 

 

(2) C/P 機関 

食料安全保障事業調整防災室が、事業の全体調整を行う。また、関係機関と調整した上で、

必要な C/P を配置することについても責任を持つ。 

調査にあたっては、各ワレダの農業・農村開発事務所の普及部門との連携による活動が想定

されることから、農業・農村開発局が調査の実施に責任を持つこととする。 

 

(3) 運営委員会 

上記の部署に加え、水資源局、環境保全土地管理公社、女性問題局等も運営委員会のメンバ

ーに加える。必要に応じて、保健局、教育局の参加も調整する。 
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第５章 本格調査実施上の留意点 

 

５－１ 基本方針 

(1) 既存事業の経験・技術の活用 

食料安全保障、流域管理の関連では、既に、PSNP 事業をはじめとして、GTZ による流域管

理プロジェクト、連邦政府による Food Security Program 等、数多くの取り組みが実施されてお

り、様々な技術と知見が蓄積されている。これらの情報を十分に収集・分析した上で、必要

に応じて個々の技術の改善策を検討し、開発計画策定に活用することが不可欠である。 

 

(2) ワレダレベルでの組織強化、人材育成の重要性 

本調査では、ワレダレベルでの調査活動が中心となるとともに、各ワレダが主体的に取り組

むべき活動を具体的に示した開発計画を策定することを意図しており、ワレダ事務所の組織

強化と人材育成が不可欠といえる。開発計画策定にあたっては、この観点を十分に加味する

とともに、本格調査の中でも、組織強化と人材育成を最大限支援する必要がある。 

 

(3) アクセスの悪さ－効率的な事業展開 

対象ワレダは、各拠点都市からのアクセスに難があるとともに、拠点間のアクセスも容易で

はない。調査実施にあたっては、徒に活動を拡散することなく、拠点毎に集中的に活動を行

う等の工夫が求められる。 

 

５－２ 土壌保全に関する事項 

(1) 1 年次に調査すべき内容 

 地域の降雨特性 

  衛星画像を利用した地域の地形解析 

  既存の流域保全手法のガイドライン（MoARD 作成“Community Based Participatory      

Watershed Development A Guideline, 2005”）に基づき普及員（Natural Resource 担当）はどの

ように実際の対策を実施しているか。また、何が問題だと考えているか。 

－現況の等高線石積の設計方針（配置、間隔、構造） 

－現況の等高線石積の施工方法（材料調達、施工管理） 

－現況の植林方針（樹種、配置、植栽方法） 

 代表的な小流域を選定し、 

－傾斜地については、傾斜、方角、土質、植生、等高線石積の構造・間隔と植樹の生育

状況、等高線石積の破損状況の関係。また、飼料にもなる下草（例えば Elephant grass、

Sudan grass 等）の導入の検討。 

－農地については農地の傾斜、土質、既存の耕作方法、作目、等高線石積の構造・間隔

毎に降雨による流出量と農地内の水ミチ発生状況、等高線石積への土砂堆積状況、等

高線石積破損状況との関係。 

 衛星画像を利用した地域の地形解析に基づき、現況の等高線石積の設計方針（配置、間  

隔、構造）の妥当性、改善方法の検討。 
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 ネズミの巣になりにくい、等高線石積の構造の検討。 

 

(2) 2～3 年次に調査すべき内容 

 傾斜地においては植林方法、農地においては耕作方法の改善、場合によっては新しい作 

目の導入により、1 年次調査で認められた問題についての状況の変化を調査する。飼料に

もなる下草の導入を試行し、状況を調査する。 

 耕作方法の改善や、新しい作目の導入によっても問題が改善されない場合は、等高線石 

積の配置、構造、間隔の改善を検討する。等高線石--積が既にほぼ全面積施工されている

ことから、既存の等高線石積の効果を検証するのではなく、既存の等高線石積を前提とし

て、これに耕作方法の改善や、新しい作目の導入を加えることで、少しでも現状よりも改

善された土壌保全対策となるような方策を、検討することに主眼を置く。 

 ネズミの巣になりにくい、等高線石積の構造の実施検証。 

 以上を踏まえて、既存の等高線石積の設計方針（配置、間隔、構造）、施工方法（材料調 

達、施工管理）、植林方針（樹種、配置、植栽方法、下草造成）の改善案をとりまとめる。 

 

５－３ 流域管理手法に関する事項 

 現地調査を行った東部の 2 カ所のワレダでは、土壌侵食対策に係る各種工法が広域的に施さ

れているが、詳細な地形データが不足していることから、無秩序にテラス工が設置されてい

る。より効果的な流域保全対策を講じる上でも、リモートセンシングを活用した GIS 解析

によって、EROSION HAZARD MAP を作成し、該当エリアのテラス工を強化、修復する等

の工夫が必要であると考えられる。また、西部の EBINET ワレダでは試行的にテラス工を

設置していたが、斜面は裸地が大部分であり、土壌侵食の対策が遅れている。今後、テラス

工の施工を考える上でも、同様に、広域情報（GIS 等）を活用した地形解析が必要不可欠と

考えられる。 

 流域管理に必要な水利構造物（ダム等）を設計するためにも、詳細な水文気象データの収集

が不可欠であるが、観測態勢は整っていない。そのため、水利構造物の設計が適切に行われ

ているかは不明な点が多い。水利構造物の設計や営農方法を考える上でも、入手可能な水文

気象データを十分に確認した上で、調査にあたる必要がある。 

 流域管理を考える上で不可欠な、地形、土地利用等の流域データが整備されていない。調査

対象地域全体の詳細な各種情報を得るためには、リモートセンシング（衛星画像）による情

報収集、GIS データベースの構築が必要になる。州政府内には GIS に関する部署が存在し、

各種データの整備が行われていることから、これら関係部署との連携により、GIS データベ

ースを整備することが重要と考えられる。なお、衛星画像を用いた GIS 解析を行なうこと

により、植生図、EROSION HAZARD MAP、流域（形状，面積等）、傾斜マップ、農地に適

したエリアの抽出、集落（位置）、WHT の導入箇所の選定、地形図、アクセスマップ（道路）

等、様々な広域データが入手可能となる。 

 

５－４ 生計向上に関する事項 

(1) 本格調査においては、食料生産の改善、換金作物を含む収入の改善、生計向上の事業を面

的に展開する体制の確立という、3 つの視点が必要であろう。 

－16－
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1 点目は、過去の事業を成果と経験を生かすことである。GTZ（他のワレダで事業を実施中）

や SNV（3 年前まで活動）等によって 25 年ほど前から、テラスや共有地の囲い込み等、土壌

保全と流域管理が試みられてきた経緯があり、また、4 年前からは WFP やエチオピア国政府

のセーフティネット事業によって、引き続き土壌保全対策等の面的拡大が住民参加によって

進められている。特に効果の見られる技術やその改善すべき点等を丁寧に分析して、JICA 事

業に生かすことが求められる。 

2 点目は、対象地域内の多様性に留意することである。同じ食料不足地域であっても、Buguna 

ワレダと Gitan ワレダとを比較すると、対象地域間の置かれた環境条件と可能性に違いが見

られることである。それぞれの地域の特性に合った事業の方向性を明らかにすることが重要

であろう。そのためには、欠けている点だけに着目するのではなく、利用可能な資源と機会

を明らかにし、その可能性を、地域毎に参加型で探ることが必要である。 

3 点目は、事業の面的な広がりを可能にする体制を確立することである。こうした条件の厳

しい地域での生計改善事業は、時間を要することを念頭に、継続的に、安価で効果のある事

業を既存の組織や制度を活用して進めていくための方策を、明らかにすることが重要ある。

これには、既存の普及サービスを事業主体としながらも、NGO や住民組織、研究機関等との

連携が望ましい。これには、技術普及の独占的提供者としてだけでなく、域内リソース活用

のための調整等、農業普及事務所の役割の見直しも必要である。 

 

(2) 当該地域の課題は、既に土壌保全対策が整った乾期水源の無い礫質緩傾斜地で、どう所得

の向上を図るかである。利用可能なものは、PSNP による Food/Cash for work の労働力である。

これらの条件下で本調査事業を実施するにあたっては、下記の点に留意すべきである。 

①生活環境は極めて厳しいため、状況を一気に好転させることは困難と思われる。Water 

diversion により乾期に野菜栽培を行っている農家は、地域の中では比較的富裕な層に属して

いると想像されるので、それ以外の貧困農家が 1 年をどのように生計を立てているかを調査

し、その生活の細かい点で可能な限りロスを減らし、生産が拡大できる部分を改善し、その

総計で現状以上の所得向上が図られることを検討する。PSNP の対象者は、カバレで組織さ

れているタスク・フォースが普及員（DAs）やワレダの superviser 等の意見を踏まえて、食

料不足農民の中でも他の模範となり得る、前向きな取組精神を持った農民が選定されること

となっているので、調査の 1 年目は複数の PSNP 受益者を調査対象として、1 年を通した詳

細な生活実態調査を行うことが望ましい。 

②プロジェクト実施期間は 3 年であり、主要な雨期は全期間でも 3 回と限られているので、

可能性があると思われる対策のトライアルにはできるだけ早く着手して、3 年間の間に工夫

した改善も含めて実践結果で効果があった対策を最後にとりまとめて、地域全体に適応可

能な開発計画とすべきである。 

③具体的な対策（案）は以下のとおり。 

 等高線上にできるだけ畝を立て、雨水の地下浸透を促す耕作方法をとることが重要であ  

る。Melkasa 農業試験場で開発された連結うね機、あるいは深耕を促す改良犂の導入を検

討する。この場合、連結うね機、改良犂の製造方法を地域在住の鍛冶屋に技術指導し製造

させる必要がある。 
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 基本的に生産量の拡大が必要であると思われるので、改良種子と肥料の導入を検討する。 

その資金手当て対策として、穀物銀行の設立を検討する。資金が必要なときは穀物の現

物を借り、穀物の現物で利子を付けて返済する。穀物を預け入れる際は、銀行と言うよ

りは保管庫の役割を果たし、穀物を受け取る際に手数料を現物で支払う。農民は食料が

無くなったときに（一般に穀物価格が上昇したとき）、現物で預けた量の穀物を受け取る

ことができ、収穫後の穀物価格が低いときに預け入れ、穀物価格が高いときに引き出し

売り払って収益を上げることができる。穀物銀行の運営費は、現物の利子及び手数料で

賄う。 

 主要穀物としてネリカ米の導入を検討する。 

 調査対象地域を通る幹線道路の状態が悪く、ランドクルーザー、トラック以外の交通は 

困難であり、物流も乏しいので、穀物以外の換金作物としては、日持ちのするマメ等の換

金作物の栽培を検討する。 

 等高線石積の上流側に土砂、水分が集まるので、等高線石積の安定と所得の向上を目的 

として、等高線石積の直上流側にトレンチを掘り、果樹植栽を検討する。 

 急傾斜地には、将来的にエリ蚕の織物による所得向上を視野に入れ、根が伸張して土壌 

の安定を図るヒマの植樹を検討する。 

 雨以外の水源が極めて乏しいので、水源対策として衛星画像により地形条件を解析し、 

水ミチとなる適切な場所にできるだけ多く小規模溜池を設置し、雨期の補給灌漑用水及び

ティラピア養殖池としての利用を検討する。 

 乾期の流量が乏しい河川の流路沿いに池を掘って、乾期だけのティラピア養殖池として 

    の利用を検討する。 

 地鶏をつがいで貸与し、生まれた地鶏をつがいで返済する地鶏銀行（地鶏小屋）を創設 

する。地鶏はユーカリを燻して燻製にして、地域の特産物として売り出すことを検討する

（地鶏の賦存状況を調査する）。 

 

－18－
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